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資 料 １ 

 

個人の遺伝情報に応じた医療の実現プロジェクト 
第３７回 ＥＬＳＩ委員会 

議 事 録 

 

 

１. 日 時  平成２４年３月１３日（火）１５：３０～１８：００ 

２. 場 所  文部科学省東館６階Ｆ２会議室 

３. 出席者 

   （委 員）丸山委員長、栗山委員、羽田委員、増井委員、光石委員、森崎委員 

   （事務局）(財)日本公衆衛生協会 

   （オブザーバー）文部科学省、プロジェクト事務局 

 

 

【丸山委員長】  では、時間になりましたので、ただいまから個人の遺伝情報に応じた医療

の実現プロジェクト第３７回のＥＬＳＩ委員会、今年度の第１１回のＥＬＳＩ委員会を開会い

たします。 

 本日もご多忙のところお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。よろしくお

願いしたいと思います。 

 本日は、隅藏委員と上村委員から、ご欠席という連絡をいただいております。 

 では、引き続きまして、事務局から配付資料の確認をお願いしたいと思います。 

【事務局】  配付資料の確認の前に、事務局メンバーの交代のご案内をさせてください。 

 前任の協会の米山にかわる新しい事務局のメンバーとして、若井が今日来ております。たび

たび交代して大変恐縮ですけれども、ちょっと自己紹介をさせていただきます。 

【事務局】  事務局を担当させていただきます若井と申します。協会に１７年おりまして、

ずっと厚生労働省のお仕事をしておりました。文科省との事業は初めてでございますので、先

生方からいろいろご指導いただきながら進めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

【丸山委員長】  よろしくお願いいたします。 

【事務局】  では、配付資料の確認をさせていただきます。 

 議事次第がございます。そこに資料リスト、資料１としまして、第３５回ＥＬＳＩ委員会議

事録、こちらがございます。それから、机上配付資料としまして、前回の第３６回のＥＬＳＩ

委員会議事録をおつけしております。それから、机上配付資料２としまして、ＥＬＳＩ委員会
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平成２３年度の成果報告書の案をおつけしております。以上が事務局のほうでご用意した資料

でございます。 

 あわせて、本日、丸山委員長から資料を３つご提供いただいています。「包括同意、総括的同

意、とりまとめの方向」というＡ４の資料、それから、これに関連して、「ヒトゲノム・遺伝子

解析研究倫理指針平成２０.１２.１版」の資料、また、その改訂案を机上配付資料３として提

供いただいております。それから、あわせて、机上配付資料（丸山）とあります、「Broad consent」

の両面の資料、以上がご用意いただいた資料になります。 

 あわせて、シンポジウムの案内、「より効果的に薬を使うために」という３月３０日開催のシ

ンポジウムのチラシをお配りしております。こちらにつきましては、後ほど山下さんのほうか

らご案内をいただきたいと思っております。 

【丸山委員長】  そのあと前回の資料をお配りしていて、今日使うかどうかわからないので

すけど、「Broad consent」というのと、それから、私のほんとうにつたない説、考えなのです

が、これも配っていただいて、そのあとに武藤先生の前回配付資料を配っていただいています。

使うか使わないか、ちょっとわからないのですが、せっかく前回これを踏まえて議論していた

だきましたので、あったほうがということで、急遽、事務局のほうにお願いした次第です。 

【事務局】  ありがとうございます。 

 それから、平成２４年度の開催スケジュールもあわせておつけしております。 

 以上でございます。失礼しました。 

【丸山委員長】  ありがとうございました。 

 大体そろっていますでしょうか。またなければ、その都度でも言っていただければ、対応を

お願いできると思います。よろしいでしょうか。 

 では、まず議題（１）ということで、前回議事録の確認をお願いしたいと思います。事務局

のほうでお願いいたします。 

【事務局】  まず資料１としまして、前回委員会において先生方にご高覧をいただきました

資料、第３５回ＥＬＳＩ委員会の議事録でございます。こちらにつきましては、丸山委員長と

隅藏委員のほうからご指摘をいただきまして、その指摘の点を直したものを、今日ご用意して

おります。他の委員からは特段修正の意見はございませんでしたので、３５回の議事録につき

ましては、本日をもって公開版として扱ってまいりたいと思っております。 

 それから、机上配付資料１としましてご用意しました３６回、前回の議事録、こちらにつき

ましては、委員の皆様方にいま一度内容を確認いただいて、ちょっと早いのですが、３月２３
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日金曜日ぐらいを目途に、ご指摘の点、ご連絡をいただければと思っております。 

 以上でございます。 

【丸山委員長】  では、資料１、３５回のＥＬＳＩ委員会議事録について、特にご意見がな

ければ、これで確認いただき、確定ということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 では、そのようにさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 それから、机上配付資料１のほうは、今、木下さんのほうからお願いがありましたように、

３月２３日までに加筆等の依頼があれば、申し出ていただければと思います。この点、よろし

いでしょうか。 

 では、議題（１）はこれで済ませたということにして、議題（２）ＥＬＳＩ委員会の平成２

３年度成果報告書（案）について、委員の先生方に確認いただこうと思います。 

 事務局のほうで、この報告書を作成いただきましたので、これについての説明をお願いした

いと思います。よろしくお願いします。 

 

【事務局】  机上配付資料２としましてご用意をさせていただいております成果報告書、

（案）が抜けておりますが、２３年度の成果についておまとめをしております。 

基本的には、例年まとめている様式に沿って内容の構成をさせていただいております。業務

の目的から始まって、実施内容というところで、それぞれの計画から実施、実際の成果という

順番で整理をさせていただいています。４ページに３７回まで終えたという委員会の流れをお

示ししております。次に、ＭＣアンケートについて、その質問項目をお示ししております。次

に、講習会・交流会にこのような形で参加いただきましたということ、それから、それぞれの

研究グループの先生方の成果を踏まえながら、諸問題についてとりまとめをしましたというこ

と、そして、社会に対する情報発信等々について整理をし、６ページの（５）も、同じく、横

野先生と渡邉先生の内容を踏まえながら整理をしましたという内容にしております。それから、

最後に、プロジェクトの総合的推進という項目を入れております。その中に、各委員のほうか

ら、これまでのＥＬＳＩ委員間の今年度成果のとりまとめに際して提出いただき、ご報告いた

だいた検討テーマについて、一覧でお示しをしております。 

これがＪＳＴさん、ひいては文科省さんのほうに報告をする最低限の内容になるのですけれ

ども、実際の検討の中身については、９ページ以降の別添の中で、実際に議論した材料、素材

をおまとめをしているところです。最初に概要がありまして、それから、ＥＬＳＩ委員会の委

員の名簿、さらに、１１ページから、ＭＣアンケート調査の結果について、７～８ページで整
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理をさせていただきました。それから、１７ページからは、先ほどご紹介しましたＥＬＳＩ委

員会の成果のとりまとめに向けた各先生方のテーマ、それから、その内容について、報告時点

のものですけれども、おつけしております。これが各先生方の分ございます。続きまして、５

３ページに、それ以降の、毎年事務局のほうでとりまとめをしますシンポジウム参加者へのア

ンケートの調査について、それから、現在検討いただいています、ゲノム指針の改定を考慮し

た包括同意とインフォームド・コンセントのあり方について、これについても、可能であれば、

少し整理したものが掲載できればなと思っているところです。最後の参考というのは、今ご紹

介をしたシンポジウムのアンケート結果について、一式、おつけしております。そういった構

成、内容でございます。 

 以上でございます。 

【丸山委員長】  ５３ページからがアンケートですね。 

【事務局】  はい。正確には、５４ページからが、シンポジウムでのアンケートの結果にな

ります。 

【丸山委員長】  ５４ページからがアンケートで、５３ページは、今日も検討しようとする

包括同意についても含めているということですか。 

【事務局】  そうですね。ここに、可能であれば、一定のまとまった内容として委員会の提

言みたいなものが盛り込めればと思いましたが、２３年度ということですので、時期的に難し

いかなと。一応そういう検討をしているというところでとどめることになるのかなと思ってい

るところです。 

【丸山委員長】  ありがとうございました。 

 何か質問、あるいはご指摘等ございましたら、出していただければと思いますが、いかがで

しょうか。 

 １０ページのところで、我々の名簿があるんですが、増井先生の職は、これでよろしいです

か。 

【増井委員】  違います。すみません。これ、古い所属です。 

【事務局】  失礼しました。 

【増井委員】  後で修正を。 

【丸山委員長】  よろしくお願いします。 

【事務局】  はい。 

【丸山委員長】  これ、見てすぐに意見をというのは難しいと思うのですが、もし気づくこ
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とがあれば、いつまでに連絡すれば、ＪＳＴさんのほうに提出するのに間に合うかというよう

なところはあるんですか。 

【事務局】  はい。 

【文部科学省】  おそらく、実際にこれを出していただくのは、４月末とか、例年そうだと

思うので、まだ時間はあるかと。 

【丸山委員長】  あるのですか。 

【事務局】  あまり公には。２３年度ということでもあるので。 

【丸山委員長】  以前はもう５月末ごろという話でやっていたんですけど、最近は３月末と

いうふうに言われる年もあるので。では、４月なら、今月中ぐらいにしますかね。 

【事務局】  そうですね。今月中ぐらいにご指摘いただければ、対応のうえ提出したいと思

います。 

【丸山委員長】  では、そのような方針でお願いできればと思います。 

 今、特にはございませんか。それとも、もう少し目を通してみましょうか。 

 研究班のほうは、直接ＪＳＴに出すんですか。それとも、公衆衛生協会を通して出すんです

か。 

【事務局】  直接出していただいております。 

【丸山委員長】  そうですか。 

 では、やっぱりすぐはちょっと難しいところもあるかと思いますので、９ページにあるよう

なところで、今年度の活動としては、ＭＣアンケートをしたというところが１つ、それから、

とりまとめに向けた努力をしていますというのが２つ目ですね。３つ目として、今日、次の議

題で取り上げようと思います包括同意とインフォームド・コンセントのあり方について検討し

ていますというところ、それが（４）ですね。そして、その前のところが、シンポジウム参加

者へのアンケート調査の実施、これが例年行っているところですね。この４点を中心に内容的

にはとりまとめられています。具体的な点については、またお気づきになったところでご連絡

いただくということにしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 では、そのようにさせていただきたいと思います。 

 それで、次が議題（３）ですが、ゲノム指針の改定を考慮したというか、前回から言ってい

ますように、ゲノムコホートの立ち上げとか、ナショナルセンターのバイオバンクの具体化と

か、それから、もう一つありましたね。東北メガバンクの予算化とか、そういうのも念頭に置

いて、包括同意とインフォームド・コンセントのあり方について検討するというところを、も
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う少し議論していきたいと思います。 

 

 それで、前回いろいろと議論をしまして、最後のほうで、医学研究を目的として研究協力を

得る。具体的には、ヒトから採取した試料の提供、あわせて臨床情報、あるいは健康情報の取

得について承諾を得るということで、目的を医学研究というふうに限定するというところがあ

って、さらに限定することについて、私のほうで、あまり十分ではないのですけれども、「机上

配付資料・丸山」という資料、それから、「机上配付資料２・丸山」「机上配付資料３・丸山」

を準備しました。 

 どういう気持ちでこれを用意したかと言いますと、「机上配付資料・丸山」のほうは、包括同

意、概括的同意、それから、一般的同意という言葉が、前回、増井先生をはじめとして言及さ

れました。アメリカのコモンルールと呼ばれる、ヒトを対象とする研究に適用される規則の改

定案で使われていますので、general consent、一般的同意というような言葉も、その包括同意

にかわる言葉として考えられるかなと思われます。そういうものについて、あり方をとりまと

めるということで、まず前回の議論でも、横野さんが、特に目的をspecifyしないで同意を取る

ということだったんですが、その目的をどのあたりに焦点を定めるかということで、特定しな

いと言っても、医学研究というあたりで絞ることは必要になると思います。あと、次に挙げて

おります２の解析方法とか、３の研究資料のメディアです。それから、４番目の、だれがその

資料を使って研究をすることを想定しているのかというような問題、前回までの議論を受けと

めまして、こういうような要素があるのかなと、こういうようなところで限定をかけるかけな

いの判断をするんだろうと。 

 それから、その後、ちょっと自分で考えていますと、先ほども触れましたアメリカの規則案

では、general consentとして、同意書は、当該施設が関係する特定の状況に関連して収集され

るすべての検体、この病院で私が入院中に受ける医療に関連して出てくるサンプルあるいは情

報というような言い方ですね。あるいは、特定の施設、今回の入院に限らず、私がかかるとき

は、いつでもこの病院で出てくるサンプル、情報については、研究利用してもらって構いませ

んというような形にするのかということで、５番目として、研究資料、これはウエットのサン

プルも、それから、情報も両方念頭に置いておりますが、発生場所とか期間とか状況とか、そ

ういうもので限定をかけるかかけないか検討することが考えられると思います。 

 そう考えていくと、今度は依頼者がだれか、バンクであるか、対象者がかかわっている施設

であるかというようなところも関係するかなというので、同意を求める、あるいは受ける側、
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何々殿というふうに日本の同意書ではなっている、そのあて先をだれにするかというようなと

ころも、絞る１つのポイントになるのかなというように考えました。それが１つ、generalある

いはbroadという際に、どういうものを考えるのかと。 

 最後の２行は、それを使ってなされる研究について、情報提供することが重要ですよという

ことを考え、前回報告いたしました推進委員会の各委員のほうからも情報提供、あるいは説明

の重要性が唱えられました。あるいは、その重要性を支持する見解が述べられたということが

あります。これについては、そこに書きましたように、具体的な内容をつくるのは結構大変だ

ろうと思うんですが、あり方としては、層別化して、広く皆さんに読んでいただくものと、そ

れから、特に関心の強い人に読んでいただく詳細なものと、少なくとも２つのバージョンは用

意していただければというようなところが、個人的には落ちつきどころかなと考えています。

それ以上にあり方というのを考えると、具体的になって、一般的なルールといいますか、ガイ

ドラインといいますか、そういうものにはまとめにくいということで、このあたりでとどまる

ものかと思います。そういうのが、机上配付資料、今日初めてお配りしましたもの、１と書い

ていないのですが、１のつもりなのですね。 

 そして、こういう絞っていくことを考えると、結局、説明の際になされる内容というのは、

絞るためにするというものがある程度あるのではないかと。それなら、倫理指針で説明事項と

して掲げられているところを見ていくと、その解析方法なり、研究資料のメディアなり、研究

者なり、それから、資料の発生場所、期間、状況なりのようなものが、ほかにも見落としてい

るものが発見できるかもしれないということで、現行のゲノム指針から説明事項として、一般

的なものとして掲げられているところをコピーペーストしたのが、机上配付資料２で、それか

ら、現在、もうパブコメの募集は終わりましたけれども、提案されているゲノム指針の改定案

の説明事項をコピーペーストしたのが、机上配付資料３なのですね。どちらで見てもいいので

すけれども、机上配付資料の現行のほうで見ると、具体的な研究を説明するためになされる内

容と、それから、説明のあり方として、こうしなさいというふうに指針が定めているところと、

２つの性格のものがここには含まれていると思います。 

 机上配付資料２のほうで、現行指針のほうでごらんいただきますと、３行目、４行目で、提

供者等に対する説明文書に記載すべき事項は、一般的に以下のとおりとするが、研究内容に応

じて変更できるとあり、最初は、試料等の提供は任意であること。これはもう当たり前で、研

究によって包括的であれ、限定的であれ、違いはないんですね。次の、試料等の提供の依頼を

受けた人は、提供に同意しないことにより不利益な対応を受けないこと。これも当たり前のこ
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とで、３つ目、提供者等は、自らが与えたインフォームド・コンセントについて、いつでも不

利益を受けることなく撤回できる。これも当然のことですね。 

 

 ４番目、提供者等が同意を撤回した場合には、当該撤回に係る試料等、あるいは研究結果が

連結不可能匿名化されている場合を除き、廃棄されることということで、これについては、提

供した試料なり情報なりを、提供者あるいは参加者に返すという選択肢も物理的にはあり得る

んですが、どうも最近の文献を見ていると、返すというのは選択肢として実際上認められてお

らず、廃棄を求めるというのが一般的ではないかと思われたので、そういう理解をすれば、こ

れも当たり前ということになるのではないかと思います。このあたり、異論があるかもしれま

せん。それから、５番目、提供者として選ばれた理由。これも当初示せば、それということで、

当たり前のことということになり、最初の５つは、これは研究によって異なる、specificな内

容が異なってくるということはないと思います。 

 次からあたりで、研究の意義、目的、方法、それから、括弧の中で、ゲノムの指針の特徴的

なところとして、前回も触れたかと思いますが、対象疾患、分析方法等ですね。この心として

は、解析対象遺伝子が決まっている場合は、遺伝子で特定するというようなことも望ましいん

だというのが、このゲノムの指針が最初につくられた際には考えられていたことであると思い

ます。それから、括弧の中のあと、期間というのがちょっと離れた形で入っておりますが、こ

れも研究によって、２年、５年、あるいは１０年、２０年、３０年と、バンクのようなもので

したら、事実上無制限というようなこともあるかもしれないと思います。これが１つですね。

「Broad consent」という場合、ここをやっぱりspecificなものにしないで、specificでないの

にするというところで、broadというふうにとらえられているところが多いと思います。ですか

ら、ここは中心かなと思いますが。 

 次のところで、共同研究において個人情報を他機関と共同して用いる場合には云々とありま

すが、これは研究倫理のルールと個人情報のルールとごっちゃにされているところがあるんで

すが、試料、当初の被提供者、それを受ける側が、さらにほかの研究者と、あるいは研究機関

と共同で用いる場合、どこまでそれを当初予定しているかということで、これは前回のといい

ますか、今日のその前の資料の４の研究者のところで、アカデミアに限定するか、企業も入れ

るかという形で、前回武藤先生に指摘していただいたところと共通の要素だろうと思います。

研究利用の際の研究者のあり方ですね。 

 それから、次の、長期間継続する研究の場合、研究を継続して実施するために必要な組織、
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体制等に対する研究機関としての考え方。これはもう研究者、あるいは研究機関の限定につい

ての話だろうというふうに整理できると思います。 

 それから、次が、提供者からインフォームド・コンセントを受けることが困難な場合、その

研究の重要性及び提供者から試料等の提供を受けなければ研究が成り立たない理由と。これは

当然のことですね。同意能力がない提供者からは、その者から試料を得ることがなければ当該

研究ができないという場合を除いて、研究協力を求めることは避けるべきだというのが、これ

までの伝統的な研究倫理だったと思います。あまりそれが徹底されて、子どもの研究とかが少

ないというので、最近問題になっていますけれども、研究によって異なることというよりも、

むしろそういう研究倫理の精神を説いたものだと思います。 

 それから、次が、研究責任者の指名、職名。これは、今日お配りしましたその前のものには

書きませんでしたけれども、先ほどちょっと説明しました受け手ですね。だれが研究試料をく

ださいと依頼して、もらうことになるのかということがここで示され、次が、予測される研究

結果及び提供者等に対して予測される危険や不利益ということで、これはインフォームド・コ

ンセントの法的側面では重要なことなんですが、研究の意義、目的、方法に対応して考えられ

ることではないかと思います。 

 それから、次が、提供者及び代諾者等の希望により、個人情報保護や研究の独創性の確保に

支障が生じない範囲内で研究についての資料を入手、閲覧できること。これは一般的なルール

を述べたので、研究によって異なることではありません。 

 それから、次、提供を受けた試料等又はそれから得られた遺伝情報についての連結可能匿名

化又は連結不可能匿名化の別及び匿名化の具体的方法、匿名化できない場合にあっては、その

旨及び理由なんですが、これがやっぱり研究によって異なることで、さっきの１から６のあと

に続いて、７あたりで、匿名化のあり方ということが出てくるべきものなんですね。ゲノムの

指針の検討でも、連結可能匿名化の方向でバンクの試料を保存しようというようなことが考え

られておりますので、私、整理の仕方がよくわからないんですけど、これはやっぱり残してお

かないといけないのかなと思います。匿名化のあり方ですね。 

 続いて、だんだん細かくなってきて、ちょっと整理がつかなくなるようなところはあるんで

すが、試料等又はそれから得られた遺伝情報を他の機関へ提供する可能性及びその場合は、倫

理審査委員会により、個人情報の取扱い、提供先の機関名、提供先における利用目的が妥当で

あることについて、倫理審査委員会で審査されることということで、倫理審査委員会での審査

というのは当然のことなんですが、試料あるいは遺伝情報を他の機関に提供する可能性となる
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と、これは先ほどの共同研究のところと同じような感じですね。前回の、アカデミアに限定か、

コマーシャルも利用者として許容するのかというようなところになるかと思います。整理とし

ては、私のその前に書いたものの４の研究者、あるいは研究機関のところで整理できるかなと

思います。 

 それから、次が、研究の一部を委託する場合の匿名化の方法等ですね。ちょっと細かくなる

ので、このあたりはスキップしてもいいかなとも思うんですが。 

 それから、遺伝情報の開示に関する事項、個人情報の開示に関する事項と。これがやっぱり

結果の返し方ということになるかと思います。個人情報の開示のほうは、個人情報保護法の観

点からの開示ということも考えられるんですが、両方、研究結果と個人情報の開示のあり方に

ついて。 

 そして、その次が、将来、知財を生み出す可能性がある場合に、その知財の帰属先について

どうするか。これも理屈の上からは、研究によって異なるという可能性はあると思いますので、

一応考えておいて、後で、知財の帰属先は、現在、我々がこの委員会で考えておりますバイオ

バンクジャパンでは、かなり複雑なルールがつくられておりますから、そのようなことを念頭

に置くと、研究によって多様なものがあるということになるかもしれません。 

 

 それから、次が、試料等から得られた遺伝情報は、匿名化された上、学会等に公表され得る

ことですね。これは研究成果の公表の仕方ですから、普通の一般的なルールだろうと思います。

それから、次、改行を入れるのを忘れてしまいましたが、試料等の保存、使用方法ということ

で、これも問題ですね。保存、使用方法。 

 それから、次が、研究終了後の試料等の保存、使用、廃棄の方法。これはどうだったんです

かね。ちょっと乱れていますね。試料等の保存、使用、廃棄の方法ということで、試料あたり

は、研究の意義、目的、方法のところに含めて考えられるかと思いますが、保存とか廃棄のあ

り方ということを考えると、また別の問題になってくるかもしれないと思います。 

 それから、次が、試料等をヒト細胞・遺伝子・組織バンクに提供し、一般的に研究用資源と

して分譲することがあり得る場合には、そのバンクの学術的意義、当該バンクが運営されてい

る機関の名称、提供される試料等の匿名化の方法及びバンクの責任者の氏名と、バンクのこと

について書かれております。 

 それから、あと４つは、これはいずれも当たり前のことか、当初もう決まってしまうことだ

ろうと思います。遺伝カウンセリングの利用に関する情報で、単一遺伝子疾患を中心に、カウ
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ンセリングを提供しなければならないということ。２つ目として、研究資金の調達方法。それ

から、試料の提供は無償であるかないかという違いはあるんですが、当初の同意を得る際に、

もう確定していると思いますし、問い合わせ先も確定していると思いますので、最後の４つは、

一応考えなくていいかなというふうにしてみますと、私がその前の資料で書いた５つに加えて、

６つ目として、先ほどの受け手と依頼元、あと、匿名化のあり方、それから、開示のあり方、

知財の帰属先、保存・廃棄の方法あたりで、一般的に同意を求めるというのもあり方ですし、

場合によっては絞るというようなこともあり得るのかなというふうなことを考えました。 

 十分知恵も能力も時間もなく考えたんですが、こういうことで、例えば、ゲノムコホートと

か東北メガバンク、バイオバンクとかを考える場合、１として、医学研究を主要目的とすると

いうのはいいと思いますが、あと、２の、これも前回少し議論になりました国がんのほうで、

シークエンスをすることについては、改めて同意がとられているというのがあったので、パー

ソナルゲノムの解析まではしないのか、あるいは、あらかじめパーソナルゲノム全シークエン

スをすることを想定して、もうプロトタイプとして、ひな形として、こういうシークエンスを

することも目的の中に含めるかということ。それから、３番目として、試料、情報の点で収集

対象となるものを何か限定することがあるかどうか。それから、４番目として、アカデミアに

限定して考えるのか、それとも、当初から企業も入れて、限定しないで考えるのか。それから、

５番目として、どういう感じですかね。ＵＫバイオバンクだと、もう任意の場所ですか。協力

者が協力を申し出る場所であれば、特に限定しないですね。 

【増井委員】  アセスメントセンターですけどね。アセスメントセンターは、移動式で、全

国を何週間かごとに、１カ月か２カ月ぐらいごとに動いていたらしいので、発生場所というよ

りも、コンセントを受けられた人みたいな、そんな感じなんだろうと思って考えていたんです

けれども。 

【丸山委員長】  ＵＫバイオバンクを受け手とするんであれば、任意の場所でもいいのです

ね。 

【増井委員】  そうだと思うのです。ただ、アセスメントセンターでそれをやるということ

は決まっていて、ほかに取りに行くとか、そういうことがあったかどうか。ただ、この前ちょ

っとお話ししましたように、脳のＭＲＩを２万例ぐらいとっていてとかいうようなことがどう

やって行われているのかというのが、知らない……。 

【丸山委員長】  それはもうここに限るということはないんじゃないかと。 

【増井委員】  ということなんだと思いますけど。 
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【丸山委員長】  だから、現実はそうでないかもしれないんですけど、今のお話のような内

容であれば、ＵＫバイオバンクあたりが、５番の制約が非常に緩いものになると思いますし、

国立がんセンターの診療の際の包括同意は、これはもう国立がんセンターで発生するものとい

うので限定されていくことになりますね。バイオバンクジャパンだと、６０幾つの施設で収集

されたもので、期間も当初５年で、参加者は決まってしまうというようなところですね。 

【増井委員】  バイオバンクジャパンの場合に、ＡＬＳの患者さんの場合には、患者宅まで

行って採取ということがあったと伺っているんですが。 

【丸山委員長】  物理的な場所はそうなんですけど、やっぱり……。 

【増井委員】  主体として。 

【丸山委員長】  病院はもう指定されて。 

【増井委員】  そうなんですか。 

【丸山委員長】  ６０病院のどこかでないといけないというので。 

【増井委員】  患者会が言ったわけではなくて、という形なんですか。そこがちょっと僕は。 

【丸山委員長】  たしか形式的には、参加している６０ぐらいの医療機関のどこかを通して

ではなかったですか。 

【プロジェクト事務局】  そうですね。 

【増井委員】  通してなんですね。 

【丸山委員長】  ええ、通してなんですね。 

【増井委員】  そうすると、そこの人が行くにしても、医療機関は限定をされているという

形ですね。 

【丸山委員長】  そう、徳洲会とかですね。 

【増井委員】  わかりました。 

【丸山委員長】  そういうふうな限定があり得ますね。 

 それから、ＵＫバイオバンクのように広くても、さっきからもう口頭で言っております、６

番目の受け手は、もうＵＫバイオバンクと特定するんですよね。やっぱり受け手は、幾ら広く

ても特定されるんじゃないかなと思うんですけどね。アイスランドのバイオバンクはどうです

かね。あれも、あの会社がしているところですね。 

【増井委員】  だろうと思うんですけど。 

【丸山委員長】  あと、匿名化のあり方とか、開示のあり方とか、知財の帰属先とか、保存・

廃棄の方法とか、こうなると、やっぱりもう個別に考えていただくということですかね。一般
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的なルールはちょっと難しいですね。 

【栗山委員】  すみません、いつもこだわって。その場合の知財の帰属先なんですが。私が

当初、帰属先が研究者と病院だけに限定されるのは、ちょっと違和感があるという話をしたら、

そんなもの、持ち出しのほうが多くて、生まれてこないような話だったんですよね。言い方は

別として。だけど、今は、それから１０年たって、大分変わってきているというか、結果がい

ろいろなものに、実際に医学に使われる、あるいは、企業がそれを欲しがる時代に入ってきた

ので、帰属先が今までのように無条件にそれだけというのは違和感があるというのは言い続け

てきたことなんですが、それでもやっぱり今までどおりでしょうか。 

【丸山委員長】  いや、そうではなくて、この最後の４つは、もう個別に。ですから、１つ

は、患者の方の、少し前のシンポジウムのように、患者団体のほうに権利が帰属するタイプの

ものも出てきていますし、それが１つですね。それから、もう一つ、国際的にアジア・アフリ

カの国々がサンプルの提供だけで、権利が帰属しないのは問題だということで、ちょっと――

ちょっとどころか大きく、その声が国際的なガイドラインに反映されつつあるのではないかと

認識していますけど。 

【栗山委員】  日本もそれで変わってくるんでしょうか。 

【丸山委員長】  例えば、ちょっと山下さんにお尋ねしたいんですが、バイオバンクジャパ

ンの知財の帰属の割合は、今すぐそらで覚えていらっしゃいます？ 

【プロジェクト事務局】  ４：３：３ルールがありまして。 

【丸山委員長】  ４：３：３。 

【プロジェクト事務局】  ４が医療機関ですね。 

【丸山委員長】  ４が提供医療機関ですね。協力医療機関。 

【プロジェクト事務局】  そして、３が、バイオバンクジャパンを管理している東京大学で

すね。あと、３が、その研究者のほうですね。実際に特許を取った研究者のほうですね。 

 ４の内訳は、ある特許が出た場合に、手を挙げる権利が医療機関のほうにございますので、

１２医療機関あって、それで、その中で、基本的には貢献度に合わせて、全体の特許申請にか

かる費用を分担して、その分担の比率に合わせて特許の権利を取るといったようなことですね。 

【丸山委員長】  そのサンプルが出た医療機関ではなくて。 

【プロジェクト事務局】  その４というのは、協力医療機関のことです。 

【丸山委員長】  協力医療機関全部に権利があるんですか。 

【プロジェクト事務局】  １２医療機関しかないですけれども。 
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【丸山委員長】  だけど、それが……。 

【プロジェクト事務局】  その貢献度があります。２０万人の人類への貢献度がありますの

で。 

【丸山委員長】  という。では、１０分の４の中の、さらに２０万人の割合を反映させた。 

【プロジェクト事務局】  そうですね。 

【丸山委員長】  なかなか難しい仕組みなんですが、ともかくバイオバンクジャパンはそう

いう割合で帰属を決めていらっしゃって、おそらくほかのこういうバイオバンク、あるいはコ

ホートをつくったら、別の割合もあり得ると思うんですね。ですから、もうバンクによって、

プロジェクトによって帰属の比率というのは違ってくる。 

 伝統的なのは、バンクを介さずに研究機関が集めたものは、研究機関ないし研究者に帰属す

るというルールだったんですけど、それが、我々の関与しているバイオバンクジャパンでは、

こういう詳細なルールがつくられていて、ほかにもいろいろあると思いますし、先ほど言いま

した患者の方の団体のほうで帰属することを求める、あるいは認める動きがあり……。 

【栗山委員】  それは世界の話ですよね。 

【丸山委員長】  両方ですね。 

【栗山委員】  日本では聞いたことのない話ですよね。 

【丸山委員長】  そうとも限らないのでは。 

【栗山委員】  すみません、どなたか研究者の方でわかる方。 

【丸山委員長】  一番国際的なお二人に、森崎先生とか増井先生とか、インフォームド・コ

ンセントで議論された経験がおありと前回もおっしゃっていたと思うので。 

【増井委員】  僕自身は、患者会がかかわっているということは、聞いたことはないですね。 

【栗山委員】  ないですね。 

【増井委員】  だから、日本の中で。ただ、海外の学会のときに、やはり何もないというの

はおかしいじゃないかという話を、ルイス・チャペックさんのすぐ近くに、ホルムズさんとい

う法学者の人が声高に言って、そのことに関しては賛否両論で。というのは、結局、患者の側

も、そうすると、維持費を出す、要するに、特許の維持費を出すということを求めるというよ

うな議論も入ってくるので、先ほどの……。 

【丸山委員長】  権利だけではなくて、義務のほうも負担せよとね。 

【増井委員】  義務ですね。だから、そうすると、そこまで負わせるのかという話とか、国

際特許だと、やはり数千万かかりますから、一団体で数百万出すといった形でかかわるのかど
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うかというような問題も出てくるんですよね。国内だけで特許を取ると、国内は使いにくくて、

国際的には自由に使えるみたいなことになるので、そのあたりも考えると、非常に難しい問題

も含まれているんだと思って、その議論をしたのは覚えているんですが。 

【栗山委員】  私のイメージの中は、単なるイメージですけど、具体的にはわからないんで

すが、患者団体にというふうには考えていなくて、社会への還元という、それを社会にといっ

たときに、研究成果が社会じゃないかと言われて終わってしまうので、その言い方も難しいな

とは思うんですが。例えば、アメリカの研究だったら、研究費がついた段階で、５％、社会の

理解とかというところで使うというのがありますけど、研究費がついた段階でと考えているわ

けではなくて、いわゆる特許とか何とかによる成果が出たときというか、その配分が出たとき

にというふうに考えるのはどうでしょうと申し上げている部分なので、法学者と研究者が考え

るだけではなくて、そういうことを考える場、ぜひいろいろなステークホルダーで一緒に考え

ていただけるような方向とかチャンスが欲しいなとは思っています。 

 すみません、いつもそこは私が突っ込まない限り、多分、あんまり考えたり言ったりする人

がいないと思って。 

【丸山委員長】  今おっしゃったのは、研究の計画のあり方なんですね。だから、研究計画

としては、このバイオバンクジャパンだと、先ほど山下さんのほうから説明いただいた、４対

３対３で分けるということで、ほかにも分け方は別のプロジェクトだってあると思いますし、

ですから、患者なり社会に帰属するという立て方もあると思うんですが。だから、今は包括同

意のあり方を、あるいは一般的同意のあり方を考えていて、知財の、あるいは経済的利益の帰

属先としては、いろいろあるので、一般的なルールは立てないということですね。その研究に

応じて説明をしていただくというようなことを念頭に置いているんですけど。 

 ですから、まだ我が国では実現していないにしても、これからおそらくアジア・アフリカの

声を無視はできないと思いますし、サンプルの由来する患者の方の声も無視することはできな

いということで、そちらの帰属が出てくると思うんですが、このインフォームド・コンセント

の一般的同意のあり方としては、そのあたりを決め打ちしないということで、議論を進めたい

と思っているところなんですが。 

【増井委員】  先ほど丸山先生のほうから話があった、想定される帰属先であって、それが

どこであるかという議論ではないということですね。 

【丸山委員長】  ええ。で、帰属割合もいろいろあるんじゃないかということですね。 

【栗山委員】  ただ、大変失礼な言い方かもしれないんですが、そこのところをちょっと突
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っ込んでいただくことによって、皆さん、過去のものを踏襲してつくっていかれるので、でき

れば、包括同意の中には入らない。 

【丸山委員長】  いやいや、入るんですけど、計画によって、具体的な研究によって、いろ

いろだから、一般的なルールはちょっと立てられない。先ほどのバイオバンクジャパンでは４

対３対３ですけど、次のバンクではまた違う比率になるかもしれませんし、あるいは、バンク

が１００取るというような――バンクが１００はちょっと難しいですかね。だから、研究、あ

るいはバンクによっていろいろということで、この一般的同意、包括同意のルールとしては、

具体的な内容は書けないということなんですね。 

【増井委員】  ただ、１つ、今、栗山さんがおっしゃったことの中で考えなければいけない

問題は、包括同意という言い方を考えたときに、きっとオープンエンドというか、open-end 

liabilityの話が、ちょっと読んでいたときに、open-end legal liabilityみたいな話が出てい

て、そういうことを考えたときに、受け手の側が提供者、依頼者に負わせたある種の負担とい

うんですか、未来に対して不安を抱えるような形でやっているのならば、やはり受け手の側が

何らかの責任を負うという。その中に、１０を全部自分たちの中で山分けするのではなくて、

その中の例えば１とか２を何らかの形でコモンプールとして使うというような、きっとそのよ

うなことを栗山さんはおっしゃりたいんだろうと。 

【栗山委員】  そのことです。そういうことで。 

【増井委員】  だから、１０を４対３対３に割らないとかって。ただ、そうなったときに、

それじゃ、２の部分というのをどういうふうにやっていくのかというのは、まだ僕自身あまり

例を知らないので、もしかすると既にあるのかもしれないんですが。 

【羽田委員】  すみません、今のopen-end legal liabilityって、どういう。 

【増井委員】  いや、それがわからないんですよ。ただ、その言葉だけが出ていて、いやあ、

そういう言い方をするんだと思って。要するに、最後まできちっと決めた契約ということを考

えると、そういうものではなくて、最後のところを開いているわけで。もちろん、何らかの安

全策が含まれていて、指針とか倫理委員会とか何とかというのはあるわけですけれども、でも、

そのときに患者さんに説明することの範囲ではないわけですよね。だから、未来と未知に向か

って開かれているみたいな、そういう部分はあると思うんです。だから、そのときに、やはり

……。 

【羽田委員】  イメージはよくわかるんですけどね。 

【増井委員】  だから、そうなったときにどう考えるのかという言い方もできるかなと思っ
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て、そこのところは僕自身はあまり考えていなかったんだけれども、ずっと読んでいったらば、

そういう言葉が出てきて、そのあたりはきっとすごく英米法的な考え方なのかどうか、それは

僕はわからないですけど、少なくとも英語で考えて。 

【丸山委員長】  最初にすべて決めることはできないということですね。このバイオバンク

ジャパンでも、４対３対３と決めても、後で何か事情変更が出てきて変わってくる可能性があ

るかもしれないという、それだと、説明なり同意なりの問題になりますね。 

【増井委員】  ただ、４対３対３の部分というのは、患者の説明文書には出てこないことで

すよね、これは。 

【丸山委員長】  うん。 

【増井委員】  だから、帰属はしますと書いただけなんですね。 

【栗山委員】  帰属しませんと書いてあるだけ。 

【丸山委員長】  まず、その提供者と研究側と医療側と分けて、もう提供側は権利はないと

いうことが、そこしか書いていないんですね。 

【栗山委員】  だから、それに一歩踏み込んだ一言が欲しいと言っているだけです。すみま

せん、この先生のこの話の中には入ってこないのかもしれないんですが、そういう可能性をち

らっとでも見せておく方法があれば。ないと、いや、おっしゃることはわかるんですが、何か

方法がないでしょうかという最後のあがきをしています。 

 例えば、倫理委員会とかというものが出ていても、それも患者の立場とか一般市民の立場の

人間が入る幅が狭まってきています。今回の新しい指針では、ほかの指針に合わせるというこ

とで、狭まってきていたりするので。 

 あと、何か不利益を担保するというところの、例えば法律とか、考える、商売にする人たち

はもう先に先にといろんなことをやるので、例えば、開業の先生たちをある程度のグループ化

して、そこから試料を、例えば歯医者さんの抜いた歯を集めて歩くとか、そういうようなこと

が起きないか、あるいは、それは許容範囲なのか、起きたらそれにはどう対応するのか、可能

性はないのかなと思ったりするので。 

【丸山委員長】  それもやっぱりプロジェクトのあり方とか、バンクのあり方の話なんです

ね。 

【栗山委員】  同意ではないということですね。 

【丸山委員長】  同意というか、この包括的な同意のあり方には直接関係ないんじゃないか

と思うんですね。 
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【森崎委員】  その辺をはっきりさせたほうが多分よくて、今は研究がどうあるべきかとか、

研究計画や研究の立案がどうあるべきかという、全体像がどうあるべきかという議論をしてい

るわけではないというところをみんな共有したほうがよくて、同意のあり方で、その中で特に

限定されない同意というものが、もうそれが必要だという現状からすると、その範囲でどうい

うことが、何をもって、どこまでの広がりをどう記述するかということが今日の議論ではない

かと思うんですね。 

 おそらく栗山さんの言われるのは、多分、もう少し踏み込まれていて、研究自身がどうある

べきかというところと、もうちょっと整理をされると、おそらく言われる趣旨が実現する道筋

が出てくるように私は感じました。 

 知財の話はだれが取るべきかということを、例えば、ここの部分だけで限定的に無理やり入

れたとすると、そのためにかえって受ける利益が減るというか、それを狭める可能性も出やし

ないかなというのは、私、研究者の立場でも利用者の立場も含めるとあって。だから、何を求

めるかというのを包括同意のところに全部入れ込むのではなくて、包括同意というものを位置

づけた上で、全体の計画なりバンクのあり方をいい形で決めるというほうが、最終的には研究

協力者が望むべき方向、あるいは、不利益が減らせる方向になるのではないかなというふうに、

私自身は感じます。 

【丸山委員長】  ありがとうございます。 

【羽田委員】  じゃ、今の試みというのは、包括同意が必要となってきた現状で、包括同意

の一般的なルールとして、こんなことがあり得るのではないかという議論をしているというこ

と。 

【丸山委員長】  包括同意の。 

【羽田委員】  包括同意というものがあり、望まれているような状況が何となくあるので、

包括同意とすれば、大体その包括同意のひな形みたいな一般的なルールはどこに着目して、ど

うすればいいんだろうかということの提案をされているわけですよね。 

【丸山委員長】  そういうことについての指針というか、パターンというか、粗々のものを

つくろうというのが、今の作業の目的なんですけどね。 

【羽田委員】  とても重要だと思いますんで。確かに、そうなると、やっぱりあまり細かい

ところは別の議論になっちゃう可能性がありますよね。 

【丸山委員長】  というふうに考えるんですが。むしろ知財のあり方のところで議論してい

ただいたほうがいいのではないかと思うんですが。 
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【増井委員】  １つ、全然違った話で、今、よろしいですか。 

 先ほどの受け手という話をされましたけれども。 

【羽田委員】  受け手って、研究者のですね。 

【増井委員】  いや、それが研究者であるかどうかというのが。だから、先ほどのバイオバ

ンクも、バイオバンクをホストしている東京大学なんですよね。３：３の３も、バイオバンク

ではないわけですよ。 

【羽田委員】  ４：３：３ですね。 

【増井委員】  バイオバンク自体は、時間制限のあるプロジェクトだからということなんだ

ろうと思うんですけれども。今、やはりいろいろとやっていると、ＭＴＡの中には権利関係の

話が入ってくるんだけど、それは全部やはり機関単位なんですよね。 

【羽田委員】  そうですね。 

【丸山委員長】  日本は、ＵＫバイオバンクのように、いろんなところが出資して独立の機

関をつくって、それが自立的に動いていくというのはなかなか難しいですので、そうなります

ね。どこかの機関に所属する……。 

【羽田委員】  でも、外国も大抵そうですよね。 

【増井委員】  ＵＫバイオバンクも、カンパニーリミテッドなんですよね。有限責任会社と

いう言い方――何の責任が有限なのかは、僕、よくわからなくて。だから、実際にはどうなん

でしょうね。 

【丸山委員長】  法的責任が大きくなった場合に、どこまで責任を負うか。その機関がＵＫ

バイオバンクなら、ＵＫバイオバンクが負えなくなったら、構成員が私財で負債を賄うかどう

かというようなところが無限ですよね。だけど、そこまでは責任を負わないというのが、limited 

liabilityということだろうと思うんですけど。ともかく、それにしても、母体が独自に動いて

いくというのが、我が国はなかなかそれがしづらい制度、何でも組織、そして国がというよう

なところなので。 

【増井委員】  受け手の問題のときに、僕はやはりすごく気になるのは、集めた人の権利と

いうんですか、それこそカタロナケースではないですけれども、ああいうぐあいにコンフリク

トが起きるときだってあるわけですよね。そういうようなときに、世の中では……。 

【羽田委員】  それは集めた人の権利？ 

【増井委員】  うん。 

【丸山委員長】  だから、現実には熱心な研究者、あるいは熱心な患者団体でもいいんです
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けど、熱心な人が個人のモティベーションで始められて、お医者さんだったら、その人の患者

からたくさん集めて、だけど、そのお医者さんは大学なり病院の職員なんですね。で、サンプ

ルの山のバンクなり資源が集積して、それはだれのものかとなるときに、その人の個人的な財

産なのか、その人が帰属する機関の財産なのか。さっきちょっと言及されたカタロナ事件では、

そのバンクを運営する際の電気代とか、マンパワーとか、いろいろ機関が出しているんだから、

最終的には機関のものなんだと。その研究者、お医者さんがほかの大学に移籍するときに持っ

ていくことはできないと。 

【増井委員】  そのときに、患者さんがその先生にあげたんだから、先生と一緒に動くこと

を認めるようにというような話もありましたよね。 

【丸山委員長】  ええ。 

【増井委員】  それは認められない。同意を撤回することは認めるけれども、どこに行くか

ということを患者がというか、提供者が指示することはできないという、その２つの権利は全

然別の問題だという。だから、さっき先生がちょっとおっしゃったことにも関係するんだろう

と思うんですよね。 

【丸山委員長】  撤回しても……。 

【増井委員】  患者側に返すという選択肢はない、だけど、廃棄するという選択肢はあると

いうような、そういうことにも関係をするのかなという。 

【丸山委員長】  それも１つありますし、それから、もう一つが、受け手がバンクであるか、

自分が研究する研究機関であるかという前回出てきた、それで、今回のこのバイオバンクジャ

パンは両方ということを、武藤さんが前回お答えになっていたと思うんですけど。両方という

のはあんまりない。よくあるんですかね。 

【増井委員】  いや、どうなんですか。文科省側はどう考えていらっしゃるんですか。 

【丸山委員長】  なかなか難しい質問。 

 バンクであるか、だから、フラミンガムは研究機関であって、それから、CARTaGENEはどうだ

ったですかね。前回の４つのうちの２つがバンクで、２つが研究機関、研究者だったですかね。

そういうところの違いもちょっと影響するのかなというようなところですね。 

【羽田委員】  すぐ結論が出そうにないので、包括同意の流れだけでもある程度進めたほう

がいいんじゃないですか。 

【丸山委員長】  はい。すみません。 

【栗山委員】  皆さんがおっしゃったことは了解いたしました。 
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 それで、その包括同意を今ここで議論しているのは、すみません、根本的な話に戻っちゃっ

て、このＥＬＳＩ委員会としてのひな形？ 

【丸山委員長】  いや、これらについては、一般的に利用可能なひな形。 

【栗山委員】  一般的に利用可能なひな形というと、こことは一切関係なく？ 

【丸山委員長】  いや、ここも念頭にもちろん置いて。 

【栗山委員】  含めて。 

【丸山委員長】  というか、念頭に置いてほしいのは、東北メガバンク、それから……。 

【栗山委員】  さっきの最初の。 

【羽田委員】  今後のバイオバンクを考える上で、もうどう考えても包括同意をせざるを得

ないというところで。 

【丸山委員長】  それから、ゲノムコホートの。それから、推進委員会でもそうですけど、

大学などでは、大学病院での患者の方の医療情報と、残余検体について、倫理的なそしりを受

けない形で研究利用したいというので、包括同意を導入しているところが結構ありますので、

そういうようなところについても、モデルになるようなものを考えたいということです。 

【羽田委員】  個別に、これでいいだろうということで行っていますけどね。 

【丸山委員長】  昔は大学病院の入り口に、３行ぐらいで、「ここは研究をする病院ですから

協力ください」というのを掲示することで済んでいたんですけど、今はもうそれでは済まない

というのは、大学の医学部関係者も認識していますので、そういうところですね。 

【栗山委員】  そうすると、例えば、そういうことに対して、ここで議論したことは、どこ

かに公にするとか、その報告書の中に反映するということですか。 

【丸山委員長】  とりあえず一次的には報告書の中で反映させて、あとは、スポンサーでは

なくて、今回の事業は委託事業ですから、委託元が必要に応じて使われるというような感じで

すね。 

【増井委員】  羽田先生は今の帰属先などの話は、包括同意とは関係ないというお話を……。 

【羽田委員】  その辺は僕はよくわかっていないんですけど。 

【増井委員】  いや、僕自身はすごく深く関係をしていると思って。結局、どこの責任で包

括同意をしているかというところを考えると、倫理委員会が絡んでいるわけですね。 

【羽田委員】  そうですね。でも、その施設の倫理委員会ですね。 

【増井委員】  倫理委員会というのは、官庁の諮問機関で、機関長の許可があって初めてで

きるわけですよね。そういうことを考えると、ものの管理の問題、あるいは知財の帰属先の問
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題、それから、研究に関する責任の問題というので、機関というのが逃れられることがないよ

うな気がするんですよね。そこまで考えているかどうか別ですよ。機関長がそんなことを考え

たら、頭が痛くて寝られなくなるかもしれないから。でも、そういう意味では、機関の問題と

いうのは大きいような気がするんですけどね。 

【羽田委員】  今までのインフォームド・コンセントで、どこに所属するなんてことを問う

ことは一度もないですね。そう言えば。 

【増井委員】  ただ、あて先は病院長とか。 

【羽田委員】  病院長です。 

【丸山委員長】  そう。 

【増井委員】  理事長になっていたり、総長になっていたりするのは見たことがあるんです

けど、大体病院長名のような気がするんですが。 

【丸山委員長】  それならまだいいんですけど、古いのになると、主任研究者の名前だった

りするんですね。そうなると、やっぱり組織的には問題になるんですね。 

【羽田委員】  そうか。 

【丸山委員長】  栗山委員、どうぞ。 

【栗山委員】  先ほどの知的財産権の場合で、ここの包括同意の場合はケース・バイ・ケー

スということで、一応議論は引っ込みますが、一言だけ、すみません。 

 インフォームド・コンセントの中に、例えば、これによる知財は、病院にも研究者にも帰属

せずに、国の利益として社会一般に全部返しますと。患者は血を無料で提供してください。研

究者は無料で頭の中を全部提供しますというのであれば、患者はインフォームド・コンセント

のサインをするのにすごく楽になるという観点から、ここに関係あるなと思います。 

【丸山委員長】  ありがとうございます。 

【栗山委員】  あり得ないというのはわかります。でも、似たような話なんですよ。患者全

部の情報を丸ごと提供しろ。そのフィードバックによって、あなたの遺伝的素因がある疾患は

子孫に対して利益があるかもしれない、だから全部無料で提供しろって、私たちも社会がより

よく健康で生きられるために、私たちの頭の中身をすべて無料で提供しますというのとが全然

違うという、それだけの話なんです。だから、今ここで出しただけなので。 

【森崎委員】  概念的には、それは非常に理解できるんですけれども、それを実現する過程

を今の社会に当てはめますと、それでは多分結果を得ることができないというのが今の社会で。 

【栗山委員】  おっしゃるとおり。 
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【森崎委員】  知財権というのがあるというのは、知財権というのがあるからこそ、企業活

動が中に入ってきて、結果的に医療なり医薬品が生まれるという仕組みの中で考えると、最終

的に概念としては非常によくわかるんだけれども、それを実現する手当てとして、そういう形

での記述をするということは、その道を閉ざすということになりかねないというのもまだ実際

なので。だから、それをどのようにして知っていただけるかという技術というか、そういうこ

とがやはり必要なのではないかなと思います。それは研究者の努力でもあるし、多分、研究協

力者への説明も、そういうところが含まれてくるというところに。 

 以上で止めておきます。広がりますので。 

【栗山委員】  私も今ので止めておきます。 

【丸山委員長】  今日、隅藏委員はいらっしゃらないんですけど、テクニカルには、やっぱ

り研究機関か研究者かに特許なりを帰属させておかないと、第三者の後からやってきた研究者

が権利を取ってしまって問題になる、ｉＰｈｏｎｅのようなケース、あるいは、日本が輸出し

た新幹線のようなケースになりかねないので、やっぱり研究者なり研究機関に権利を帰属させ

ておいて、その帰属させた研究者なり研究機関が利益を主張しない、無料で使ってくださいと

いうような仕組みが必要なのではないかと思いますね。いろいろ森崎委員指摘されたように、

テクニカルなところを押さえておかないと、ほぞをかむようなことになってしまいますね。 

【栗山委員】  それに反対しているわけでは決してないです。ただ、そこから先が、仮の話

として議論されているようなことが反映されないという現実の中で申し上げているだけで、こ

れが、丸山先生のおっしゃったテクニカルな面だけで、利益がｉＰｏｄのようになってしまう

という、どうぞ皆さん使ってくださいという形になっている現実があれば、私のような話は私

は決して申し上げることはないということを言っているわけです。 

【丸山委員長】  ｉＰｏｄの例が悪かったかな。 

【栗山委員】  いや、ｉＰｏｄもそうです。 

【丸山委員長】  いや、だから、アップルの開発したものが中国のほうで権利を主張されて、

新幹線も同じですよね。そういうことを念頭に置いております。 

【栗山委員】  だから、今の話がそれだけで済んでいる、そういうことを念頭に置いてだけ

進んでいるというのであれば、私はこういうことは申し上げていませんということです。ごめ

んなさい、これ以上話をしても、森崎先生のおっしゃったように、広がっちゃうだけなので。

わかっていなくて言っているつもりはないことさえご理解いただければ。現実に対応してお話

をしているだけですので。 
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【丸山委員長】  はい。すみません、いつまでも引きずってしまいまして。ありがとうござ

います。 

 ということで、知財の帰属先のことは、バンクなり研究なりプロジェクトによって多様であ

るということで整理させていただきたいと思います。 

 それから、結構難しいのが、匿名化のあり方について、general consentなり包括同意をとる

際には、一般的なルールはこれまで連結不可能匿名化ということで、バンクは運営しなさいと

いうことだったんですが、今回のゲノム指針の改定では、連結可能匿名化の可能性をというこ

となんですね。 

【増井委員】  最初のアメリカで議論されたのを昔教えてもらったときに、１つのidentifier

で３,０００人以下に絞れないものとかいうような話があったんですけどね。ところが、稀少疾

患だと、数百人しかいないなんていうのはざらにあるので、どうするんだろうと思ってね。 

【羽田委員】  ５人しかいないとかいうのは幾らでもありますけどね。 

【増井委員】  だから、そういう言い方をしてしまうと、ほんとうに病名すら出せない。３,

０００人ぐらいのものだと、何層かあると、要するに、数十人になってしまうというような話

で。だから、ジップコードの下の何桁は出さないとか、そういうようなことを言っていたのを

思い出すんですよね。 

【丸山委員長】  一応これは匿名化にはするけれども、連結可能の場合と不可能の場合があ

り得るということですかね。 

【増井委員】  それもありますし……。 

【丸山委員長】  匿名化しないバンクというのはないでしょうね。 

【増井委員】  それはないと思います。ただ、匿名化しても、情報をつけざるを得ないわけ

ですよ。試料情報を。それのコントロールの問題、匿名化されたことの実効性の問題で、匿名

化の方法自身は幾つもあると思うんですけれども。 

【丸山委員長】  テクニカルにはいろいろあるでしょうけど、結局、本人にたどることがで

きるかできないかですね。その２つがあり得るということで、これは一本化は難しいですね。

連結不可能匿名化のバンクも残るんでしょうね。 

【増井委員】  それは、と僕たちは思っています。だから、あまり情報はついていないし、

ほんとうに連結不可能だけれども、でも、試してみるために、ある程度自由に使えるというよ

うなものもつくらないとということは考えています。だから、今のいろんなシステムから言う

と、preliminary experimentができないんですよ。Preliminaryな、ちょっと試してみたいとい
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うことができないというのが、研究的に言うと非常にマイナスな側面があるので、それはもう

匿名化、情報も少ないけれども、これでやってみるという技術的な部分での仕事に使えるもの

はつくれればなと思っているんですが。ある程度汎用性のあるものでしか、それはできません

けれど、そういうふうには考えている。 

【羽田委員】  両方ありますよ。 

【丸山委員長】  両方ですね。じゃ、両方ということで。 

 じゃ、開示のあり方。結果を返す。これももう今回の指針の改定で。 

【増井委員】  もう話をやめたい。 

【羽田委員】  これは、できないものはできないと言うしかないよな。 

【丸山委員長】  難しいですね。 

【羽田委員】  害を及ぼすようなことはできない。医療上ではできないとしか言いようがな

いですよね。 

【丸山委員長】  最初のインフォームド・コンセントにどう書くかですね。結果は返しませ

ん。やっぱりこれもいろいろというか。 

【羽田委員】  だから、その研究の段階によって全部違ってくるんで。 

【増井委員】  そうですよね。 

【羽田委員】  もうほとんど決まっているようなものだったら、返すのは当然ですよね。 

【増井委員】  ただ、ゲノム指針の改定のときに、最終的にデータクリーニングされている

鎌谷先生が、まあ大体５％誤りがあるよねとかいう、サンプルの取り違えは５％あると言われ

ていたのを聞くと、僕たちは８％と思っているんだけれど、取り違えのことを考えると、やは

り一般研究室の情報を返すというのはすごく怖いと思うんですけれども。 

【羽田委員】  だから、マスで、数の多い、一般だと多いですよね。 

【増井委員】  だから、ほんとうに単一遺伝子疾患ですと、一例一例丁寧にやっているのと、

マスでやるのと全然違いますから。 

【羽田委員】  それしかないでしょう。だから、それをバンクと言わないというんだったら、

あり得ないということになりますよね。 

【丸山委員長】  どうしますかね。返さないことを原則とする。 

【羽田委員】  稀少難病だと、やっぱり返すことになる可能性は。 

【増井委員】  稀少難病だとね。でも、稀少難病の場合に、どういうサンプルコントロール

をするかという、取り違えがないようにするとか、そういう問題はどうしていくのかという問
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題は、大きいと思うんですけどね。 

【羽田委員】  そうですね。ましてや、ある程度大きいサイズのサンプルだと、返せないと

いうのが現実かもしれないですね。 

【増井委員】  かつ、実際に一人一人に返していくって、遺伝カウンセリングをしていくと

なると、ものすごい金ですよ。それを研究費の中で賄おうとすると、ファンディングボディは

そんな金出しますかと。 

【羽田委員】  だから、解析がどんどん安くなってくるわけだから、ほんとうに開示してほ

しい人は、そのサービスを自分で買って、自分でその結果に関して払ったお金で全部もらうと

いうのはあり得るでしょうけど、こういうプロジェクトの場合は、１,０００例、２,０００例

集める状態だと、返すのはかえってよくないという話で通しちゃっていいんじゃないですかね。 

【増井委員】  よくないと思うのですけどね。 

【栗山委員】  このときには、さっき先生がまざっているとおっしゃいましたけど、それで

議論になっていても、個人情報保護法で返すんだったら、例えば、このデータの全配列をハー

ドディスクに入れて移動させるみたいな、それで開示オーケーみたいな話もできて。 

【丸山委員長】  それは。 

【栗山委員】  そうすると、それを今度、おっしゃったような、どこかの業者のところへ持

っていって読むとしても、その５％の取り違えとかというのがある中で、それをやるんですか

というのが。 

【丸山委員長】  配列情報を返すということを念頭に置くのであれば、これからはもう新た

にもう一回、その業者さんに自分のＤＮＡを渡して解析してもらったほうが早いんじゃないで

すかね。 

【栗山委員】  早いとか遅いとかじゃなくて、このインフォームド・コンセントの中にどう

書くかによって、それは変わってくるものですね。 

【丸山委員長】  ええ。だから、個人情報ルールでの返却は、ちょっと触れない。 

【栗山委員】  なしですね。そうしたら、はっきりと書く。 

【丸山委員長】  個人情報保護法が成立したのは２００３年で、施行が２００５年なんです

ね。そのときの前からもうゲノム指針はあって、遺伝情報の結果開示の問題は議論されていた

のですね。だから、個人情報のルールを度外視しても、研究結果を返すか返さないかの問題は

あるのですね。そちらに問題を絞って、今、羽田委員、増井委員おっしゃっていたように、基

本線は返さないということで説明をしたらどうかということですね。 
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【栗山委員】  私は、開示できませんと。基本線というと、例外とか何とかというのがある

ので、私なんかは、返せないものは返せないと言っちゃいけないんですかと言っているんです

けど。個人的にはですね。 

【丸山委員長】  それで基本的にはいきたいと思うんですけど。 

【栗山委員】  それで協力することが大前提と。 

【丸山委員長】  だけど、一部の先生は、特に臨床に近い先生は、返すことに非常にこだわ

られる方がいらっしゃるので、だから、そういう方についても、ごあいさつというか、基本的

にはというか、原則的にはというような感じなのですけどね。 

【栗山委員】  原則的にはと言ったときには、あそこの文言の中には、返せない特別な理由

がある場合は返さなくていいみたいな感じで、その特別な理由というのはどういうものですか

と、ちょっとお隣にいた法律家の方に聞いたら、これは守ることがすごく難しいというか、返

さなくていいというふうに判断されることはまずないみたいなことを言っていらしたんで。 

【丸山委員長】  それは。 

【栗山委員】  それは個人的な意見ですか。 

【丸山委員長】  指針の話ですね、まず。 

【栗山委員】  そうです、そうです。 

【丸山委員長】  それは法律論で、基本的な枠組みからすると、個人情報保護法は学術研究

には適用されない。 

【栗山委員】  適用されないはずですよね。 

【丸山委員長】  だから、筋がちょっとおかしいんですね。そのあたりを認識されないで。 

【栗山委員】  それって、かなり整理しなくちゃいけない話ですよね。両方を同時に議論し

ている人たちがすごく多い中では。 

【丸山委員長】  ですから、個人情報保護法ルールからの開示はちょっとスルーして、研究

倫理のほうの問題として考えて、それで、返さないことを原則にするというような考えで。 

【羽田委員】  一般的にはそれで原則とするとして、非常に稀少難病なんかでかなりわかっ

てきたものに関しては、また別かもしれないということは含んでいていいんじゃないかと思う

んで、だから、原則としては一番いいと思うんですけれども。 

【丸山委員長】  という感じですね。ありがとうございます。 

【増井委員】  実際には、ファーマコジェネティクスの臨床研究みたいに、研究的な解析で

はあるけれども、それを使って臨床を行うというような臨床研究もあるわけですよね。 
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【羽田委員】  そうですね。 

【増井委員】  だから、僕自身は、もののハンドリングの原則をもうちょっときちっとして

くれたほうがいいなと思う。だから、少なくとも２identifiersで動くようにしましょうとか、

そういうことをきちっとしてくれたほうがいいなと思ってはいるんですけど。 

【羽田委員】  ２identifiersで動くというのは。 

【増井委員】  独立の２つの特定要素でもって、１つのものを。 

【羽田委員】  だから、１つだけではたどり着かないけど、２つあるとたどり着くという意

味ですか。 

【増井委員】  １つだけではなくてというような。だから、一回張ってあるのに対して、反

対側にもう一つ別のときにラベルを張って、両方で個人情報との突き合わせの表をつくってお

いて、両方が合うかどうかを最終的に確かめるというようなことだとは思っているんですが。 

 いや、よくわからないのですけれども、細胞バンクをやっていると、ほんとうにものの取り

違えって多いんだというのが実感なので、かつ、遺伝子バンクをやっていても、ときどき出す

前に、シークエンスして出すんですけれども、スカがあるんですよ。増やして見てみると、な

いというのがやはりあるんですよ。ですから、誤りはあるということがある。遺伝子バンクの

ほうは何十万クローンだから、それは仕方ないのかもしれないけど。 

 そういうことがあるので、やはり一例一例やっている単一遺伝子疾患、ほんとうに稀少疾患

の場合はそんな問題はないと思うんですけれど、ある程度の量があるようなものだと、なかな

か難しいと僕は思いますよね。 

【羽田委員】  最後にお返しするときに、暗証番号を間違えてというのはあるから。 

【増井委員】  だから、渡邉先生がおっしゃっていた、日本医大でも、匿名化するのと匿名

化を戻すのが研究者の仕事なので、やはりなかなかしんどいというような話をされていたのを

思い出すんですけどね。 

【丸山委員長】  ありがとうございます。 

 興味は尽きないんですけれども、次ですね。保存と廃棄の方法について、これで協力者、提

供者の方が同意をするしないが変わってくるかどうかなんですね。保存・廃棄について、研究

者、研究機関、あるいはバンクにお任せするというのがあるのか。あるいは、せめてその保存

期間が無限であるか有限であるかぐらいは伝えないといけないものかということですね。どう

ですかね。 

 バイオバンクジャパンは、期限は一応なしですか。 
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【プロジェクト事務局】  特にはないですね。 

【丸山委員長】  そうですね。 

【羽田委員】  なしというか、決められないというのが。お金がなくなれば維持できないと

いう。 

【増井委員】  例えば、お金がなくなったときどうするのかとかいうことは、書いてはいな

いわけですよ。だから、僕たちも、ＯＥＣＤのバイオリソースセンターの指針が出たときに、

自分たちの細胞バンクも、そのときのいろんな状況というのを比較すると、最後、バンクが維

持できなくなったときに、どういうふうにサンプルを処理するかということだけは決めていな

かったんですね。 

【丸山委員長】  名古屋大学の浜島先生、あるいは、その前の愛知県がんセンターの田島先

生が立ち上げられたＪ－ＭＩＣＣは、一応２０年、３０年と期限を切っていますね。 

【羽田委員】  期限を切っていたほうがいいんじゃないですかね。 

【丸山委員長】  期限を切るのがいいか悪いかではなくて、さっきの期限があるかないかを

インフォームド・コンセントに入れることが望ましいか望ましくないかというところで、今の

羽田先生だと、入れたほうがいいということですね、おそらく。 

【羽田委員】  いや、期限がないというのはうそでしょう。それは、どう考えてもね。もし

ほんとうのことを言うんだったら、期限はあり得るとしか書きようがないですよね。 

【丸山委員長】  ヒーラ細胞はいつ……。 

【羽田委員】  ヒーラ細胞はもう広がっているからいいでしょうけど、個々の。 

【丸山委員長】  だから、ああいうものの原料になるのを、今、倫理的に入手しようとした

ら、どう書くかですよね。やっぱりずっと株化して、いつまでも使いますというふうに。 

【栗山委員】  それは一般的なケースですか。やっぱり特別な場合ですよね。 

【丸山委員長】  いや、株化はもうね。 

【栗山委員】  こういう包括同意の中で当たり前のことですか。 

【丸山委員長】  うん。よく出てくる問題ではないんですか。 

【増井委員】  と僕は思っているんですが、それは別の話だと思っているんですけど。とい

うのは、何だっけ。 

【森崎委員】  でも、あり得る話で、以前よりはずっと増えていますよ。それをやっぱりほ

んとうのごくごく例外だと考えることは、多分できないと思います。 

【増井委員】  そうでしょうね。それを……。 
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【羽田委員】  提供者にとって、ずっとあり得るものなのか、それとも、形を変えてでもず

っと永続するものなのか。 

【増井委員】  ｉＰＳをつくるとか、まさにそうですよ。 

【羽田委員】  そうですね。 

【丸山委員長】  ｉＰＳをつくるのは、バンクのほうでやってもらったら困るんじゃないで

しょうかね。やるかな。 

【羽田委員】  いや、でも、多分それは入ってくると思いますよ。 

【丸山委員長】  できるようになるんですかね。 

【羽田委員】  もうそれは入りますよ。 

【増井委員】  今、文科省の疾患ｉＰＳプロジェクトは、そういう形で動かそうとしていま

すよね。ですから、ｉＰＳをつくってみて。 

【羽田委員】  それは確実に入ると思うし、全ゲノムシークエンスも確実に入るだろうし。 

【丸山委員長】  それはちょっとやらないといけないですね。 

【羽田委員】  だから、それはちょっと先を見れば、もう全部入ると考えてやらざるを得な

い。 

【増井委員】  全ゲノムシークエンスをやるときに、株化された細胞でいいんですか。 

【丸山委員長】  それは、合わすか、足すんですか、両方。 

【増井委員】  いやいや、そうじゃなくて、随分いろんなリアレンジメントが起きたりする

ので、それでいいのかな。だから、一人の人から４００ミリリッター採ってＤＮＡにしておく

とかいうわけじゃないけれども、ともかく２００ミリグラムぐらいは欲しいというようなこと

はあると思うんですね。だから、７ミリ、１本半ぐらいは欲しいというのがあるんじゃないか

と思うんで。どうなんですか。 

【羽田委員】  あるでしょうけど、今のレベルだったら、そんなには。株化した細胞でも大

体なことはできるだろうと。 

【丸山委員長】  株化したものを全ゲノムシークエンスというのは、ちょっと考えるのはや

めましょうよ。２つを分けて。 

【増井委員】  はい。分けましょう。 

【森崎委員】  株化でないとしても、いろんな形で形を変えて、例えば、リソースがもうす

ぐになくなるものだという考え方は、ひょっとしたらできないかもしれない。つまり、もちろ

んベストではないとしても、少なくなったら何らかの形で、後で解析できるような形でもう一
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回複製をするという技術はもちろん今でもあるので、そういう意味では、ほんとうに期限を切

るということが正しいかというと、技術的には可能になりつつあるので、そのことを例えば２

０年と区切っていて、でも、実際にはそれを超えてやるというときに、逆に、うそにはならな

いのかなという気が。 

【羽田委員】  切っちゃうとね。だから、僕が言いたいのは、例えば、すぐになくなったら

消えてしまうんだと思うよりは、１０年間ぐらいは何とか保持しますよというふうなインフォ

メーションを与えるような意味で考えていたんですけどね。 

【森崎委員】  両方ありますよね。ですから、維持できるという、要するに、反応がなくな

ったらもうやめちゃうというところで。では、そのときどうするのかという議論と、実際には

期限を区切っているにもかかわらず、実は１０年２０年たってもまだまだ有効に使われる可能

性もあるということで。 

【羽田委員】  ということは、お伝えするときは、ちょっとどうなるかわかりませんとしか

言いようがないじゃないですか。 

【栗山委員】  それは追跡できるんですか。例えば２０年とかと期限を切ったときに、あく

までもこれは２０年前のものだという追跡は。 

【森崎委員】  ２０年前のものとして。 

【栗山委員】  株化されて分けられたとか、基本の何とかになったとき。 

【丸山委員長】  ものは何も書いていませんけれども、情報つきですから、情報のほうにそ

の由来の記録が残っているんじゃないですか。 

【森崎委員】  そうですね。 

【栗山委員】  株化されて、いろんなところに向けられたときに、必ずついて回って、担保

できるものなのですか。 

【丸山委員長】  でないと、もののほうの使用価値が非常に小さくなるんじゃないですか。

ちゃんとした情報がついていないと。 

【栗山委員】  そうならないでひとり歩きするという感じではないんですか。 

【増井委員】  もののほうに情報がついていれば、それだけで動きますよ。 

【栗山委員】  じゃなくて、情報がつかないままひとり歩きするということはないんですか。 

【増井委員】  それだってあり得ますよ。それはあり得ますけれど。 

【栗山委員】  だから、それを……。 

【増井委員】  情報がつけば、もっとよくあるかもしれない。 
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【丸山委員長】  だけど、情報なしだと、やっぱり。だれのものかという個人情報はなくて

も、研究上の情報はついて回っていると思うんですよね。そうでなかったら、地面の上に落ち

ている血液なり排出物と同じになってしまう。 

 ともかく、そうなると、先生方の意見を聞いていると、保存期間と永続的かどうかというこ

とは、説明に入れないと。 

【羽田委員】  決めることができない、説明できないとしか言いようがないようなんですか

ね。 

【丸山委員長】  そういうのもありなのですね。未定というのもあるか。 

【増井委員】  ただ、調査とすると、廃棄とかをだれが決めるのかという。 

【羽田委員】  それも先ほどの所属先の問題ですよね。帰属先の。 

【増井委員】  帰属先ですよね。だから、主体としてバンクが、これをクロージングするの

で、あるいは、場所がなくなったので、ここの部分を廃棄をしたいということを所属長に出し

て、所属長が倫理委員会に諮問して、答申が返って、それで、許可がおりるかおりないかとい

う形になるわけですね。 

【羽田委員】  多分そうですね。 

【増井委員】  きっとそういう形の動き方になると思う。 

【羽田委員】  それしかあり得ないですね。 

【増井委員】  でも、いずれにしても、この場合には、当座の管理者としてのバンクなり何

なりというのがやはり責任を持つという形になって、機関が責任を持つという形ではないんで

すかね。そこはどうなんだろうか。ちょっと気にはなる。間接的には、倫理委員会を通じるの

で、機関が責任を持つ形になると言えるんだと思うんですけれども。 

【丸山委員長】  一般的なルールは、やっぱりそのことを説明の中に、一般的・包括的な同

意の説明の際にするべきだということですね。 

【増井委員】  だれが、どのように廃棄なり継続保存なりを考えるか。もう機関なんだろう

な。 

【羽田委員】  機関しかないですよね。 

【丸山委員長】  その帰属機関が、倫理委員会の意見を聞いて決めますということで、保存

についても、廃棄についても。 

【増井委員】  そうですね。 

【羽田委員】  そうすると、やっぱり研究者の異動に伴って持っていくということも、倫理
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委員会レベルでできるのかどうかというのはありますよね。 

【増井委員】  だから、ほんとうのことを言うと、それはすごく大きな問題かもしれないで

すよ。この受け手というのが一つ固定されるので。 

【羽田委員】  そうですね。 

【増井委員】  だから、先生がおっしゃった、５の発生の状況とか、発生場所とかいうよう

な、そういう形で縛るとすると、ずっとそこのところに受け手の問題が出てきて、その施設か

ら外には本質的には出ていかないという考え方も成り立ちますから。 

【羽田委員】  その施設でもう興味のある人が誰もいないので、単なるspace occupyingなら。 

【増井委員】  いや、そうやって死んでいるものがあったりするんですよ。だから、それを

発掘に行かなくちゃと思っているんですが。 

【栗山委員】  すみません、本筋の議論ではないんですが、例えば、廃棄って、どうするん

ですか。 

【羽田委員】  ＤＮＡを破壊して流す。 

【栗山委員】  流す。 

【羽田委員】  洗い流してしまうということだと思いますけれども。 

【栗山委員】  保存してあるところから取り出すと、それで既に消滅していると。 

【羽田委員】  いやいや、それはまだＤＮＡだから、酸かなんかを加えるんでしたっけ。 

【増井委員】  次亜塩素酸に入れるとか。それと、もう一つは、焼却。 

【羽田委員】  焼却というのがありましたね。 

【増井委員】  医療廃棄部の箱に入れて焼却処分にしてもらうというようなことも。 

【羽田委員】  それは焼却だけですか。医療廃棄物は。 

【森崎委員】  いや、方法はいろいろあります。うちで以前、いろんなことがあったときは、

焼却というか、電気炉の中に投入するところまで写真に撮ってということもやりました。ただ、

それが必要かどうかというのは、使えないようにするということがむしろ大切なので、確かに、

酸をかけて、技術的にはデプリネーションをして、 何もわからないようにするという形は１

つあると思います。 

【栗山委員】  すみません、ありがとうございました。 

【丸山委員長】  ありがとうございます。 

 ちょっと時間の限りがあるので、じゃ、今の１０番目の保存・廃棄については、期間が定ま

っている場合については、期間を、それから、定まっていない永続的なものについては、その
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旨を、それから、決められないというのであれば、その旨を説明し、それから、特に決まらな

いものについて、最終的にどうするかは、所属機関で倫理委員会の意見を聞いて決めるという

ことになるということを説明の中に含めるのが必要というようなところですね。 

 それで、戻って、２番の、全ゲノムシークエンスまでするかしないかは、するかしないかを

書く、あるいは、もう今後は、それはすることを念頭に。 

【羽田委員】  しないのはもうあり得ないという。 

【丸山委員長】  あり得ない。じゃ、するということを書くんですね。 

【羽田委員】  そうですよね。すでに長浜はするというインフォームド・コンセントをして

いると聞いているんですけどね。 

【増井委員】  ただ、長浜はそれでいろんなものを返すと言っているから。 

【羽田委員】  返すと言っているの？ 

【増井委員】  どういうことだろうと思って。だから、全ゲノムについてどうこうとは書い

ていないけれども、いろんなものを返したいというので。 

【羽田委員】  返したいというのは、いわゆる検診の結果じゃなくて。 

【増井委員】  だから、それがどこまでなのか、範囲がきちっとは決まっていないんじゃな

いか。だから混乱しているという話を聞いたように思うんですけど。 

 だけど、僕自身は、全ゲノムシークエンスの問題について、ある部分では、例えば、ゲノム

コホートなんかだったら、再同意でもいいと思っているんですよね。 

【丸山委員長】  コホートは。 

【増井委員】  だから、リンクはとれるので。 

【丸山委員長】  ありますからね。 

【増井委員】  実際に全ゲノムシークエンスでどういう問題が出てくるかということも、ま

だわかっていないところもあると思っているので、そんなにつるっとピリオドにしていいのか

どうかについては、何となくまだ不安なところがあるんだけど。 

【丸山委員長】  いや、する可能性があるということで、研究試料を集めたものがすべて活

用されるとは限らないんですね。よく指摘していただきますが。 

【羽田委員】  そういう可能性があるぐらいは書いておかないと。 

【増井委員】  可能性があった場合に、そのコントロールはどうするか。 

【羽田委員】  する可能性があるといっても、可能性があるということでしてもいいと言っ

ているわけではないという解釈も成り立つわけですよね。 
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【増井委員】  ん？ 

【羽田委員】  する可能性があると言っているだけでは、してもいいよというコンセントを

与えたということにはならない。 

【丸山委員長】  いや、それはそうですよ。可能性があると説明されておれば、嫌なら提供

……。 

【増井委員】  だとすると、全ゲノムシークエンスをするということはどういうことなのか

という説明文書をつくらなくちゃいけないんですよ。科学的な部分の説明文書をつくるという

のはあるんですかね。どこかでつくっているかもしれないですね。 

【森崎委員】  うちはつくっていますよ。話しています。 

【増井委員】  でしょう。 

【森崎委員】  段階を追ってしますし、全ゲノムシークエンスというのはどういうことかと、

言葉ではきちんと記述はしていますけど。 

【丸山委員長】  そのあたりは借用させていただくことにして、この段階では、そういうこ

とについて説明をするかどうかを決めておきたいと思うんですが。 

【増井委員】  それだけですよ。 

【羽田委員】  でも、やっぱり説明が必要だと思いますけどね。 

【丸山委員長】  説明が必要で、基本は、やっぱりその可能性はあるものとして提供いただ

くというのが。 

【羽田委員】  ただ、その説明のときに、どういうふうにきっちり漏れないようにするかと

いうことの説明もつけなければいけないですよね。今までよりはもっと、こんなふうな工夫で

やりますとか、ローデータはどうするとか。 

【増井委員】  セキュリティの問題と、それから、そうなると、データの削除の問題まで書

かなくてはいけないんですよ。 

【羽田委員】  データの削除？ 

【増井委員】  データの削除の問題まで。というのは、やはりデータの場合に、コピーがで

きるということが一番大きな問題なので、コピーコントロールの問題を書かなくてはいけない。

今までもそういう問題はあったんだけれども、段階が違うと考えるのかなというような話を、

この前ちょっと。 

【丸山委員長】  そうなると、４番目の、研究者は、これはアカデミアと企業しか書いてい

ませんけれども、先ほどから言っていますように、共同研究機関としてどこまで広げるのかと
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いう問題も。 

【増井委員】  データベースに載せるのかとか。 

【丸山委員長】  そうですね。全ゲノムシークエンスすると、解析技術が進歩して、一義的

な配列情報が得られるということになるんであれば、もうデータだけで十分ということになり

ますよね。それで共有の問題が出てくる。そんなところまで説明をするのは大変だと思います

けど。 

【増井委員】  するんですかね。 

【丸山委員長】  共同利用、その問題がありますね。 

 それから、１、「医学研究」なんですけど、前回の議論で、津金先生とこのパブリックヘルス

ですから、ＪＰＨＣ、保健所コホートの研究計画で、鈴木企画官の発言、前回の議事録をごら

んいただきたいんですけど、机上配付資料の１です。 

【増井委員】  何ページですか。 

【丸山委員長】  ３８ページ、下９行ですね。 

 運営委員会が先般行われまして、増井委員もメンバーですので、補足いただきたいんですが。

そのＪＰＨＣのことなのか、鈴木企画官がおっしゃっています。下から６行目の後ろのほう、

フラミンガムの心臓研究と同じような説明の仕方がなされていて、疾患を並べて、その後で、

「など、生活習慣病に関する遺伝子を見ます」ということで、医学研究として疾患を並べて、

最後に生活習慣病の研究をしますというような言い方で説明するということなんですが。今日、

これを見てくればよかったんですが、これはＪＰＨＣの説明文書のことを念頭におっしゃって

いるのか、それとも、３億円のパイロットスタディのゲノムコホートのほうの文書なんですか。

どっちを念頭に置いているのか、これは鈴木さんに聞けばいいんですけど、今日お休みなので、

もし増井委員ご存じなら。 

【増井委員】  このときは、僕は、筑西地区という、新しくコホートを始める筑西地区の話

だと思って、聞いていました。 

【丸山委員長】  そうですか。 

【増井委員】  ただ、きちっと記憶にないんです。というのは、筑西地区でのコンセントの

話で、それが限定的に過ぎると、某先生が、これは無免許運転だという話をされていたので。 

【丸山委員長】  どういう理由なんですか、その心は。 

【増井委員】  要するに、ホールゲノムのシークエンスまでのコンセントを得ていないじゃ

ないかと。そんなものがゲノムコホートに関していいのかという話であったと僕は記憶してい
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るんですが。ただ、今の段階でそこまでとるということは現実的でもないので、僕はいいんじ

ゃないかなと思って聞いていたんですけれども。かつ、ほかのＪＰＨＣなどと大体合わせてつ

くってあるはずなので、そんなに乖離したものではないだろうと思うので。 

 そこを正確に僕も読んでいないんです。ごめんなさい。きちっとあのときにスライドでその

部分を示されて。でも、こういう書き方で、ホールゲノムとかいう言葉は出ていなかったとは

思っているので。一番大事なところを覚えていませんで、申しわけありません。 

【丸山委員長】  いえいえ。 

 内容的には医学研究に限るんですけれども、表現の仕方として、この例だと、生活習慣病に

関する医学研究をしますという書き方をするのか、あるいは、その前に疾患を列挙するのか、

どっちがあり方としていいのかという、法的というよりも、むしろ提供者とのインターフェー

スのレベルの問題ですけれども。そのあたりが、ここの鈴木企画官の発言とか、あるいは、フ

ラミンガムの書き方ですね。 

【増井委員】  フラミンガムのは……。 

【丸山委員長】  今日の武藤さんの資料の最初にある、１０ほどの疾患を列挙して、その上

で主要な疾患と健康状態に関心を持つ研究者に配布されますと。こっちのほうがいいのか。 

【増井委員】  具体的な感じがするんですけど。ちょうど同じ時期にやられた、１９５８年

のバースコホート、イギリスでは、future health studiesみたいな形の言い方なんですね。だ

から、specificなものは全然出ていない。アメリカの場合は、こうなっていてという形で、一

番最初に、やはりフラミンガムの本来の研究が挙がっていて、何かよくわからないもの、それ

で、最後はもうほんとうに何でも入りそうな言葉という形なので。だから、何かあるんだろう

なとは思いますけれども。ただ、具体的に挙がっていたほうがわかりやすい気はするというこ

とは思いましたけれど。 

【丸山委員長】  ちょっとわき道に逸れましたけれども、全ゲノムシークエンスについては、

可能性は説明しておいたほうがよいということですね。 

 あと残りが３と４ですね。 

【増井委員】  その場合だったら、全ゲノムシークエンスってどういうことなのかという内

容をある程度説明する努力はしてほしいと思いますけどね。言葉だけが入っていてというので

いいかどうかは、ちょっと大きいかなと思います。だから、森崎先生おっしゃったように、や

はり説明文書というのは、その部分のセクションは、１０行ぐらいであってもいいと思います。 

【羽田委員】  ホールゲノムでいったら、世界であなたが一人だけというものだから、わか
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る可能性はあるということも言わなければいけないんですかね。 

【増井委員】  そうでなくても、よくわかると思うんですけどね。 

【羽田委員】  個人を特定できる可能性があるということをにおわせて。 

【増井委員】  ＳＮＰ６０個ぐらい合わせれば、大体個人は特定できるという話だった。 

【羽田委員】  レベルがちょっと違うだけで、ほとんど同じことだという。 

【増井委員】  だから、出てくる問題としては、個人特定性だけの問題ではないと思うんで

すよね。 

【栗山委員】  説明は絶対必要だと思います。ホールゲノムとか、ゲノムシークエンスとか

と言われても。 

【増井委員】  きちんと入れておかないと。 

【栗山委員】  ぴんと来ないとか、全然わからないとか。 

【羽田委員】  でも、それを徹底的に説明するとなると、とても時間が足りないですよね。 

【増井委員】  だから、そういうパンフレットをつくったほうがいいんだと思いますよ。徹

底的にやるとなったらね。 

【丸山委員長】  素人的には、やっぱり先ほどおっしゃった、６０個のＳＮＰで個人が特定

できる可能性が出てくる仕組みがよくわからない。その仕組みについての説明は難しいんだろ

うなと思いますね。 

【羽田委員】  それは難しくないんで、９９.９９９％とか、そんな話なんですよね。 

【増井委員】  そうですよね。 

【羽田委員】  １００％に限りなく近いという。 

【増井委員】  １００％はないですからね。 

【丸山委員長】  ともかく、あと２つ半片づけたいと思います。 

 研究資料のメディアのもの、あるいは情報について、これを限定する必要があるかというこ

となんですけどね。どんなものをと言うと、血液と組織ぐらいですか。骨髄液とかいうことも

ありますかね。 

【増井委員】  それもありますし、ほんとうのこと言うと、診療情報のほうがいろんなもの

が出てくる可能性があるわけですね。画像情報も入りますし。画像情報も問診も入ってくるの

で、精神科だと、特にそういうものが入ってきますから、そんなことを考えると。 

 先生の話で、５番のところの発生場所とかという、その限定の仕方、だから、何らかの限定

はやはりあると思うんですけどね。 



 -39-

【丸山委員長】  情報としては、患者をイメージすると、カルテ情報で理解していただく。

オーダリングなんかというと、またややこしくなってしまって、レセプトもややこしくなって

しまって、カルテ情報かなと思うんですけどね。 

【増井委員】  やはり病院の中での病名管理だと、レセプト病名とほんとうの病名みたいな

問題とか、割合と大きな問題なんだという話を聞くので。 

【羽田委員】  でも、この場合は診療情報で十分じゃないですか。 

【増井委員】  そうですよね。その程度でやっておいていいような。あんまり細かく書き出

すと。 

【栗山委員】  今回、バイオバンクジャパンで問題になったカルテ情報といったときに、死

亡情報が含まれるとか含まれないとかというのがありましたよね。私、そこは担保しておいた

ほうがいいような気がするんですが、何かで担保されるんでしょうか。 

【増井委員】  いや……。 

【羽田委員】  死んだ後は病院に来ないので。 

【丸山委員長】  普通はですよね。だけど、疫学研究、コホートだと、やっぱり生死がエン

ドポイントですね。 

【栗山委員】  普通だと病院へ来ないんですが、よその病院に行くという選択肢が日本では

あるので。 

【羽田委員】  だから、やっぱり死亡届を見られるようにするという努力を今みんなしてい

ますけどね。 

【丸山委員長】  死亡診断書、死体検案書も含むなんですね。 

【栗山委員】  死体検案書は。 

【丸山委員長】  書かれると、やっぱりぎくっときますかね。だけど、同じなんでしょう。

１枚の紙で、死亡診断書・死体検案書で、使わないほうを消すんですよね。 

【増井委員】  そうなのか。 

【森崎委員】  要するに、それまで診療していたかどうかで使い方が決まるという、法律的

な枠組みですから。 

【丸山委員長】  ここは、それをどう説明するかではなくて、説明すべき項目を押さえよう

ということで。ともかく、今、栗山委員からご指摘があった死亡診断書情報についても含める

と。これ、重要ですね。忘れてしまいますからね。 

【栗山委員】  あっさり書いたほうがいいんじゃないかと思うけど。お医者様は、とてもそ
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れを書くことにご配慮してくださっているみたいなので。 

【丸山委員長】  それから、この一般的同意、包括同意のときに、血液か、造血組織か、そ

れ以外、何でもいいんですが、その種類によって、提供者は希望なり意思が異なることがよく

あるかどうかですね。もののほうについては。 

【増井委員】  一番違うのは、きっとそこから、例えば、セルラインがつくられるかどうか

とかいう問題だから、そこは大きな――有限であるのか、リプロデュース分なのかということ

は、大きいとは思いますが。 

【丸山委員長】  それはさっきの、どちらかというと保存のほうの問題で、ここはメディア

ですよね。ヒトの実体……。 

【増井委員】  用途ではないということですね。 

【丸山委員長】  材料を入れる入れものが、細胞であるか、組織であるか、臓器であるか、

血液であるかという。 

【羽田委員】  特に新たな危険を伴ってとらえられるもの以外は、同じじゃないですか。 

【増井委員】  そうですよね。侵襲だけですよね。 

【丸山委員長】  じゃ、ここはくくって、臓器組織、体液、血液とか、そういうふうにもう

一まとめにする書き方でいいということですね。 

【羽田委員】  それがいいと思いますね。 

【増井委員】  いいと思いますよね。ただ、それをとってくるのが医療機関なりだというこ

と。だから、５番のところが割合と重要かもしれない、そういう意味では。 

【丸山委員長】  じゃ、普通の、例のゲノムの指針のときの……。 

【羽田委員】  それは変わらないんじゃないですかね。 

【丸山委員長】  ヒト試料ですね。 

【栗山委員】  変わる、変わらないと、今先生がおっしゃったのは、それを書くことによっ

て、提供する意思が変わるか変わらないかということを問題にされたんですか。 

【丸山委員長】  そうです。だから、変わる人は、１００人いたら、１人はいらっしゃると

思うんですけど、それが５０人であれば、やっぱり選択肢を設けないといけないんですけど、

それが１００人に１人、１,０００人に１人であれば、臓器、組織、血液、それ以外の体液とい

うことで、提供してください、オーケーか否かで切ってしまったらいいと思うんですけどね。 

【栗山委員】  でも、それは確かめたほうがいいような気がするんですが。 

【丸山委員長】  だから、まとめて書くか書かないかですね。バンク事業をする際に、臓器
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はオーケーだけど、椎体骨は嫌だとかいう、そういう細かい配慮をするのか、そういう人はも

う遠慮いただいて、提供者にはならないということにするのかという。 

【栗山委員】  その選択肢はあると思うんですが、例えば、それによってどう違うかという

ことが問題じゃないんですか。 

【丸山委員長】  その違いを提供者側はどう受けとめるかですね。 

【栗山委員】  提供者側がどう受けとめるかということもありますけど、それによって使う

側はどう変わるかという違いがあるのであれば、それは書く必要があるのだと。 

【羽田委員】  それは研究と違うので。 

【丸山委員長】  いやいや、だから、バンク事業、コホート事業として、個々の研究ではな

いものを想定しているんですね。 

【羽田委員】  だから、いろんな研究にも対応できるようにしているから。 

【丸山委員長】  一くくりにしていいんじゃないかということなんですね。 

【羽田委員】  一くくりにするしか方法はないんじゃないですかね。 

【栗山委員】  そこを一くくりにしない理由を今考えているところが。 

【羽田委員】  いや、それは、それで提供するのは嫌という人がいるとすればということな

ので、やっぱり一くくりしかないんじゃないかな。 

【丸山委員長】  あと１０分なので、急ぎますが。 

 あと、研究者、これは区分の仕方なんですが、やっぱりアカデミア以外を認めるかどうかで

すね。それから、考えると、外国の研究者、あるいは企業、国内・国外という区別があるかも

しれないですね。 

 研究者の方は、私の印象では、国内・国外のボーダーは低いんですね。ない。 

【羽田委員】  ないですね。 

【丸山委員長】  だから、フランスから組織をもらって。 

【増井委員】  研究者はないなあ。 

【丸山委員長】  ないですけど、私はあるんですね。 

【羽田委員】  そうですか。 

【丸山委員長】  このバイオバンクジャパンも、国外には提供はまだされないですね。 

【プロジェクト事務局】  そうですね。 

【丸山委員長】  だから、そのあたりがやっぱりこだわる人もいるし、こだわる社会の階層

というか、グループもあるので。 



 -42-

【増井委員】  ＮＢＲＰのNational Bioresource Projectの中に、遺伝資源委員会とかいう

のがあるんですね。すごくたくさん、数十人、１００人近いような参加者があるような会議な

んですけど、そのときに、海外での、例えばＵＫバイオバンクなんか、日本から要求しても使

わせるよというような話をしているのは、あれは最後のところでがさっと成果を持っていく、

そういう熊手を持っているからジェネラスにしている。要するに、そこで話をされたのは、海

外ではジェネラスにやっているじゃないか、だから日本でもという言い方をするけれども、や

はり海外のほうは最後にがさっと持っていくというやり方を知っているから、だからジェネラ

スにできるのであって、日本がそれと同じように行動して、最後どうなるかということは、も

うちょっと考えなくちゃいけないという意見を議長がしていたのがすごく印象的で。 

【羽田委員】  議長って何人なんですか。その人は日本人だった？ 

【増井委員】  その人は、城石先生と言って、遺伝研のゲノムセンターのセンター長の人で

ね。だから、そういうことを考えると……。 

【羽田委員】  でも、区別をする理由があるかどうかですよね。 

【増井委員】  日本の国内だって、海外企業との合弁がたくさんあるわけで、そういうこと

を考えるとどうなのか。ただ、企業が使えるようにしなくてどうなるのかという問題はありま

すよね。 

【羽田委員】  多分、どうしようもなくなるんじゃないですかね。 

【増井委員】  そう、最終的なブツには全くいかないで。 

【羽田委員】  だから、いろんな委員会とか、規則を決めて、そこで話し合って進めるとい

うシステムはどうせできるに決まっているわけだから、その辺に判断をするという仕組みだけ

つくって、海外も企業もアカデミアも区別はなしということになれば上等ではないかな。 

【増井委員】  さっきのフラミンガムと１９５８年のバースコホートのインフォームド・コ

ンセントの差で、フラミンガムのほうは、このいただいたものからコマーシャルゲインを得る、

そこから直接的にコマーシャルゲインを得ることはないという書き方をしていて、５８年のイ

ギリスのほうでは、それはノンコマーシャルユース・オンリーみたいに書いちゃったんですよ。

そうしたら、要するに、企業は使えないんですよ。それでもって、問題になって、コンセント

をとり直せというような話が出て、１年半ぐらいオフィスをオープンにして、２００人ぐらい

のリサーチナースを投入して実施した、数千万かかったような事業なので、それをもう一度や

れということなのかなと思って、どうなったのか、その後は知りませんけど。 

【羽田委員】  その時代はもう研究者だけでほとんどのことができると思い込んでいるよう
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な。 

【増井委員】  いや、そうじゃなくて、１９５８年コホートなんですけれども、２００２年

か３年にコンセントをとり直して、ゲノム試料をそのときにもらっているんですよ。その試料

についてのコンセントがノンコマーシャルユース・オンリーだったと。 

【羽田委員】  だから、その時点でもまだ研究者間でほとんどのことができると思っていた

んじゃないか。 

【増井委員】  いや、それは何であんなことをやったんだろうと思っているんだけど。でも、

ただ、そういう記載になっているので、企業は使えませんというような。でも、企業が使えな

いということはないと思うんですけど。 

【丸山委員長】  ごめんなさい、口を挟んで。 

 今、日本のバンクで、企業は認めませんというものはありますか。 

【増井委員】  新潟大学の脳バンクとか、それから、筋肉バンクも昔はそうだった。今はそ

うじゃない方向に動いていますけれど。 

【丸山委員長】  今おっしゃったところは、やっぱり共同研究をベースにしたいというとこ

ろで、オープン性がいま一つのところだと思うんですね。新潟も、そんなにオープンにしてな

いですから。 

【増井委員】  全然オープンにしていません。 

【丸山委員長】  ですから、そういうものは度外視していただいて、バイオバンクジャパン

のような、だれでも――だれでもで、それは企業が入れるかどうかは問題なんですけど、オー

プンな資源バンクで、バイオバンクジャパンも企業はユーザーになっていると思いますし、理

研もなっていますよね。 

【増井委員】  理研もユーザーになっていますけど、条件がいろいろとついているので、そ

れは一々の寄託者との契約なので、どうなっているかは、僕は全体は知りません。どのぐらい

が……。 

【丸山委員長】  そうですか。 

【羽田委員】  排除はしていないんで、条件その他を決めているのは確かにそうだし、それ

はどうしても要るでしょう。 

【丸山委員長】  やっぱり企業は区別されているんですね。アカデミアと企業の区別という

のはありますね。 

【羽田委員】  区別はありますけど、排除はできないんで。排除はしないほうが、資源の有
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効利用という面では。 

【丸山委員長】  だけど、あまりそれを言うと、提供者が減るかもしれないですね。 

【栗山委員】  そこは、提供者にとって判断基準の一つ、大きな基準の一つだと思うから。 

【丸山委員長】  そうですね。 

【羽田委員】  でも、企業が入るというのは、もうけに使われてというイメージですよね。 

【栗山委員】  企業が入って、もうけに使われてとなるので。 

【丸山委員長】  それは、また研究のあり方の問題に入ってしまって。 

【羽田委員】  でも、そこもやっぱり説明をして、企業がないと研究は進まないということ

もきちんと言うべきで、それでもどうしても嫌だという人は仕方がないということになると思

うんですよね。 

【丸山委員長】  ありがとうございます。やっぱり研究のあり方のほうに、バンクのあり方

のほうに入っていくように思いますので、これぐらいにしておいて。 

 あとは、５番のところですけど、さっきの議論で、ＵＫバイオバンクのような独立体が主体

になることもあるし、日本のような、組織の中の研究者なり研究機関が主体になることもあり

ますし、それから、状況としては、入院とかで区切る区切らないというような可能性があるか

と思いますので、今日の議事録速記起こしを踏まえてちょっとまとめます。４月に間に合うか

どうかわかりませんけど、今日は一通り目を通しましたので、これぐらいにしたいと思うんで

すが、何か発言、追加がございましたら。よろしいですか。 

【栗山委員】  ちょっと質問なんですけど、平成２０年１２月版をもとに議論というか。 

【丸山委員長】  現行版ですね。 

【栗山委員】  現行版。指針版にして議論しなかった理由というのは。 

【丸山委員長】  まだ案であるからということなんですが。 

【栗山委員】  はい。 

【増井委員】  でも、４月１日にはなりそうもないですね。 

【森崎委員】  次はいつですか。 

【増井委員】  ３月２１日がキャンセルになったので。 

【栗山委員】  ４月に。 

【丸山委員長】  では、ちょっと時間が押していますので、プロジェクトのほう、生存調査

についてございますか。 

【プロジェクト事務局】  順調に進んでいると思っているんですけど、一自治体で請求件数
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が１,０００件を超えているところが何カ所かありまして、そちらのほうちょっと時間がかかる

と、わざわざ自治体さんのほうからご連絡いただきました。今のところ、１カ所だけ保留にな

っていますが、ほかの１,１１０件ぐらいの自治体さん、すべて発行していただけるとのことで、

今、待っているところです。 

【丸山委員長】  ありがとうございます。 

【プロジェクト事務局】  それから、このプロジェクトの兄弟分のプロジェクトなんですけ

れども。 

【丸山委員長】  お願いします。 

【プロジェクト事務局】  ３月３０日、年度の末の金曜日になるんですが、夜に、前回１月

２５日に東京で開催した次世代がんプロジェクトのほうの臨床研究の宣伝を兼ねたシンポジウ

ムを、今度は同じ内容で大阪のほうで行うということで、こちらのほう、申し込みが始まって

おります。関西のほうでご興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご案内をお願いします。 

【丸山委員長】  ありがとうございました。 

 では、事務局のほうから、案内等ありましたら、お願いしたいと思います。 

【事務局】  まず、ＥＬＳＩ委員会の成果のとりまとめの執筆依頼の状況について、前回、

４名の先生方からまだ回答がないというお話をさせていただきましたが、状況としては、今日

ペーパーをご用意しておりませんけれども、掛江先生にはご連絡をして、今、回答待ちです。

それから、加藤先生にもご連絡をして、回答待ち。それから、島田寿子先生からは、了解しま

したというご連絡をいただきました。それから、吉村英子先生も、同じく、引き受けますとい

う回答をいただいております。あと２名の方、回答待ちという状況でございます。 

【丸山委員長】  ありがとうございます。 

【事務局】  次に、次回の委員会についてです。３８回の委員会、２４年度の第１回の委員

会になりますが、通常のスタイルに戻りまして、第４火曜日、４月２４日１５時３０分からを

予定しております。場所は改めてご案内をさせていただきます。 

 以上でございます。 

【丸山委員長】  ありがとうございます。 

 今日、こちらのほうから用意しました議事は以上ですが、何かご発言ありましたら、お出し

いただければと思います。 

 では、ちょっと後半、強引な議事運営をいたしましたけれども、どうもありがとうございま

した。またよろしくお願いいたします。             ―― 了 ―― 


